
土木工事特記仕様書 

 

（土木工事共通仕様書の適用） 

第１条  本工事は、「徳島県土木工事共通仕様書 令和６年７月」に基づき実施しなければ

ならない。なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので、機械工事の施工

にあっては「機械工事共通仕様書（案）」（国土交通省大臣官房技術調査課施工企画室）、

電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房技

術調査課電気通信室）に基づき実施しなければならない。 

２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、

便覧等は改定された最新のものとする。なお、工事途中で改定された場合はこの限りで

ない。 

 

（土木工事共通仕様書に対する補足事項） 

第２条 「徳島県土木工事共通仕様書 令和６年７月」に対する特記事項は、次のとおりと

する。 

（共通仕様書の読み替え）【変更】 

「1-1-1-24 建設副産物」において、「建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯ

ＢＲＩＳ」という。）」とあるのは「コブリス・プラス」と読み替えるものとす

る。 

（適用工事）【変更】 

1-1-1-1 適用 

1.適用工事 

  徳島県土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、徳島県県土整備部が

発注する河川工事、河川海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、港湾工事、港湾海

岸工事、漁港、漁場及び漁港海岸工事、公園緑地工事、下水道工事、その他これらに類

する工事（以下「工事」という。）に係る、工事請負契約書（頭書を含み以下「契約書

」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、そ

の他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

（工事着手）【変更】 

1-1-1-11 工事着手 

  受注者は、設計図書に工事に着手すべき期日について定めがある場合を除き、特別の

事情がない限り、工事開始日以降３０日以内に工事着手しなければならない。 

（運搬業者の記載）【削除】 

1-1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図 

4.運搬業者の記載 

  受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体

制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。 

（現場代理人及び主任技術者等）【変更】 

 1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 

  1.選任通知 

①現場代理人と受注者（共同企業体の場合は代表構成員）との直接的かつ恒常的な雇

用関係が確認できるもの。ただし、請負対象金額が 200 万円未満の工事を除くもの

とするが、監督員が特に必要と認める場合には提示を求めることができるものとす

る。 

②主任技術者または監理技術者と受注者（共同企業体の場合は各構成員）との直接的

かつ恒常的な雇用関係が確認できるもの。ただし、監理技術者資格者証で確認でき

る場合は、この限りでない。なお、入札参加資格として技術者の専任配置が求めら

れた工事における主任技術者または監理技術者は、開札日（随意契約は見積書提出

日）以前に受注者と 3 ヶ月以上の雇用関係がなければならない。 



 

（現場代理人及び主任技術者等）【変更】 

 1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 

  1.選任通知 

 （4）受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。 

②監理技術者を選任した場合（下請金額の総額が 5,000 万円以上）は、監理技術者資

格者証及び監理技術者講習修了履歴の写し 

 

（ウィークリースタンス） 

第３条  本工事は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）を

目標として定め、計画的に工事を履行する）の対象工事であり、次の各号に取り組ま

なければならない。 

（１）ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。） 

（２）マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。） 

（３）フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。） 

２ 前項第１号は必ず実施するものとし、第２号及び第３号についてはどちらか一方は

必ず実施しなければならない。なお、前項第１号から第３号に加えて別の取組を行う

ことを妨げない。 

３ ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によ

って決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

４ 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければ

ならない。 

５ ウィークリースタンスの取組は、工事の進捗に差し支えない範囲で実施する。 

 

（工事スケジュール管理表） 

第４条 本工事は、円滑な工事の実施と品質の向上を図るために、受発注者の役割分担の

明確化と懸案事項や工事スケジュールを共有する、工事スケジュール管理表を作成し

なければならない。 

２ 受注者は、工事スケジュール管理表を初回打合せ後速やかに提出するものとし、打

合せ時等、必要に応じて修正をするものとする。 

 

（電子納品） 

第５条 本工事は電子納品対象工事とする。電子成果品は「鳴門市電子納品要領」に基づ

いて作成し納品すること。 

 

（情報共有システム） 

第６条 受注者は、情報共有システムの活用を希望する場合は、監督員の承諾を得たうえ

で、本システム活用の試行対象工事とすることができる。 

２ 対象工事は、次の URL にある「情報共有システム活用試行要領」を適用することとす

る。 

 

 

情報共有システム活用試行要領（徳島県 CALS/EC ホームページ） 

https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/category/download/jyouhoukyouyuu/ 

 

 


